
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
ミ
ノ
リ
ア
ワ
ー

阿
南
市
富
岡
町
今
福
寺
一
二
番

就
労
継
続
支
援
事
業
所
Ｂ

阿
南
市
富
岡
町
西
石
塚
三
九
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

令
和
五
年
二
月
一
日

ズ

地
三

型
つ
む
ぎ

の
一

株
式
会
社
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ

徳
島
市
川
内
町
榎
瀬
六
六
九
番

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
コ
ロ
ン

徳
島
市
中
前
川
町
三
丁
目
一
五

共
同
生
活
援
助

同

三
月
一
日

ｅ

地
四

ブ
ス

―
二

高
橋
建
設
株
式
会
社

同

北
島
田
町
三
丁
目
一
三

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ら
く

同

北
島
田
町
二
丁
目
三
〇

同

同

四
月
一
日

〇
番
地

番
八

株
式
会
社
Ｃ
Ａ
Ｎ

Ｄ
Ｏ

同

津
田
西
町
一
丁
目
四
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
き
ゃ

同

津
田
西
町
一
丁
目
四
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

同

Ｉ
Ｔ

一
四
号

ん
ど
ぅ
い
っ
と

一
四
号

合
同
会
社
愛
福

板
野
郡
板
野
町
西
中
富
字
菅
生

愛
福
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
字
東
勝
地

共
同
生
活
援
助

同

三
六
〇
番
地
九

ホ
ー
ム

三
一
四
番
地
九

社
会
福
祉
法
人
柏
涛
会

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
本
村

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
な
さ

阿
南
市
新
野
町
是
国
一
一
〇
―

同

同

三
四
四
番
地
一

か

二

短
期
入
所




